
 

資料１ 「第 3次枚方市健康増進計画」及び 

「第 2次枚方市歯科口腔保健計画」の策定について 

 

１．背景・目的 

健康増進施策を計画的に推進するため策定している、「第２次枚方市健康増進計画」、「枚方市歯科口腔

保健計画」、「第３次枚方市食育推進計画」が、令和５年度（2023年度）に計画期間の終期を迎えることか

ら、各計画の最終評価及び次期計画の策定を行うものです。 
 

 

これらの計画は「健康寿命の延伸」という共通の 

目的を有しており、各計画の取り組みを連動、連携 

させることで、より効果的に推進できるよう、策定 

作業を進めます。 

 

両計画については、枚方市健康増進計画審議会に 

おいて、両計画の最終評価についての調査・審議を 

行い、その後、最終評価の課題や国・府の計画を勘案 

し、策定します。 
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健康づくり・高齢者保健福祉の効果的推進 

 

高齢者保健福祉の推進 

 

高齢者保健福祉計画 21 

健康づくりの推進 

健康増進計画 

歯科口腔保健計画 

食育推進計画 



２．内容 （現計画概要、国の最終評価及び次期計画構想、次期計画の方向性） 

（１）第３次枚方市健康増進計画策定に向けて 
①第２次枚方市健康増進計画  
計画期間：平成 26年度（2014年度）から令和５年度（2023年度）までの 10年間 

＜基本理念＞ 

市民一人ひとりが自己の健康について関心を持ち、行動を起こすことができるようサポートするとと 

もに、健やかで心豊かな生活ができる社会環境づくりに取り組み、いつまでも健康でいきいきと暮らす 

ことができるまちの実現を目指します。 

＜基本方向＞ 

基本方向１：健康づくりを支える環境整備 

基本方向２：生活習慣病の発症および重症化予防とこころの健康の推進 

基本方向３：６つの分野（「栄養・食生活」「身体活動・運動」「歯・口腔の健康」「喫煙」「飲酒」 

「休養・こころの健康」）に関する健康づくりの推進 
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【目標設定】 34 項目 39 の指標を設定 

基本方向２ 

〈生活習慣病の発症および重症化予防とこころの健康の推進〉 

・がん、循環器疾患、糖尿病、COPD、こころの健康について 

14 項目 16 指標 

基本方向３ 

〈6 つの分野に関する健康づくりの推進〉 

・乳幼児期、児童生徒期、青年期、壮年期、高齢期において 

20 項目 23 指標 



②健康日本 21（第二次）の評価のまとめ 【国】 

   【計画期間：平成 25年度（2013年度）から令和５年度（2023年度）までの 11年間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康日本 21 （第二次）最終評価報告書 概要より抜粋 

-３- 



③国における次期プラン策定に向けた議論 
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第 3回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会（令和 4年 11月 7日）資料より抜粋 



④第３次枚方市健康増進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜これまでの主な課題＞  

① 青年期や壮年期における肥満者の割合が増加 

② メタボリックシンドローム該当者の割合の増加 

③ 高齢期における「やせ」が他の年代より多い   

  

＜今後の方向性＞ 

① 健康寿命の延伸に向け、新たに補完的指標※を設定し、進捗を踏まえた取り組みの推進 

② 働く世代における健康づくりの推進に向け、健康経営の取り組みを促進 

③ こころの健康対策などを含め、健康への関心・行動を起こすための取り組みを推進 

④ PHR（パーソナルヘルスレコード）※など、デジタル情報や技術を活用した取り組みを推進 

⑤ ひらポの健康ウォーキングアプリ活用など、運動やスポーツを通じた健康づくりを推進   

※「PHR（パーソナルヘルスレコード）」：個人の健康・医療・介護に関する情報。                

自己の情報をマイナポータルで管理・活用することで健康状態に応じたサービス提供を受ける  

ことをめざし、国が取り組みを進めている。 
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※健康寿命に関する指標について 

＜健康寿命の算出方法＞ 
国：国民生活基礎調査により算出（「日常生活に制限のない期間の平均」） 

市：介護度データより算出（「日常生活動作が自立している期間の平均」（要介護２以上を不健康）） 

・本市の健康寿命の推移（大阪府より提供） 

    2016年度 
（H28 年度） 

2017年度 
（H29 年度） 

2018年度 
（H30 年度） 

2019年度 
（H31 年度） 

男
性 

目標値 － 78.9 79.1 79.2 

実績 78.8 80.0 80.3 80.4 

女
性 

目標値 － 82.2 82.4 82.5 

実績 82.1 83.5 83.4 84.1 

<
健康寿命に影響を与える因子に関する指標 

（補完的指標）             >「健康寿命の延伸」に係る施策の効果・進捗を図るための指標として新たに設定 
①  生活習慣病受診患者割合の減少     ② 75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少   ③ 特定健康診査受診率の向上 

（枚方市国民健康保険被保険者 40歳以上）     （10万人あたりの数値）                                （％） 

                 （％）                        

                

④ がん検診受診率の向上                        ⑤ 精密検査受診率の向上 

国の目標 

 ２０４０年の健康寿命を２０１６年から 

 男女ともに３年以上延伸する 

アンケートによる集計  （％） 

（％） 

※各目標値は、「健康増進計画」等から設定 

市が実施するがん検診 （％） 
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（２）第２次枚方市歯科口腔保健計画策定に向けて 
①枚方市歯科口腔保健計画  

【計画期間：平成 28年度（2016年度）から令和 5年度（2023年度）までの 8年間】 

 

＜計画の趣旨＞ 

歯と口腔の健康は全身の健康と深い関係があることから、歯と口腔の健康づくりを通じて生涯自分の

歯で噛んで味わい、元気でいきいきとした人生を送ることができるよう、歯と口腔の健康づくりに関す

る施策を総合的かつ計画的に推進していく 

＜歯科口腔保健推進の方向性＞ 

 〇歯科口腔保健に関する知識や予防の普及啓発 

〇定期的に歯科健康診査を受けること等の勧奨 

〇配慮を要する者が定期的に歯科健康診査を受けること                     

等のための施策の実施 

〇歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

＜重点的歯科口腔保健対策＞ 

〇生涯にわたる歯科口腔保健            〇状況に応じた歯科口腔保健医療 

 

 

 

＜歯科口腔保健推進体制＞ 

  〇口腔保健支援センターを核とした「8020運動」の推進 

う蝕予防・歯周病予防・口腔機能の維持向上 
休日急病歯科医療 

災害時の歯科口腔保健医療 
ライフステージ別の 

課題と取組 

配慮を要する者の 

課題と取組 
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【目標設定】 28 項目 34 の指標を設定 

〈全ライフステージ〉  

・歯科口腔保健推進の方向性を踏まえた目標 6 項目 12 指標 

〈ライフステージごと〉  

・乳幼児、学童期、成人期、高齢期 において 18 項目 18 指標 

〈配慮を要する者〉 

・妊産婦、障害者、高齢者、有病者について  ４項目 4 指標 



  ②現行基本的事項の最終評価【国】 
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A：目標値に達した B：目標値に達していないが、改善傾向にある C：変わらない D：悪化している E：評価困難 

第 12回歯科口腔保健の推進に関する専門委員会の資料から抜粋 



③次期基本的事項の全体構想【国】 
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第 12回歯科口腔保健の推進に関する専門委員会の資料から抜粋 



⑤第２次枚方市歯科口腔保健計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜これまでの主な課題＞ 

① 成人期に歯肉に炎症所見を有する人が増加 

② 学齢期や成人期において、かかりつけ歯科医を有する者の割合が低い 

③ 高齢期における歯間部清掃用具を使用する者の割合の減少    

 

＜今後の方向性＞ 

① 健康増進計画や食育推進計画などと連携した一体的な取り組みとして効果的に推進 

② 歯科健診などを受診する際に配慮を要する人への支援の推進 

③ 働く世代における歯と口の健康づくりの推進に向け、健康経営の取り組みを促進 

④ 定期的な歯科健診の受診を定着させるための取り組みを充実 

⑤ 日常生活で市民が取り組むセルフケアの普及啓発の推進   
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